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今
年
で
ち
ょ
う
ど
三
十
年
目
と
な
っ

た
、
表
千
家
茶
道
蛯
名
教
室

(

蛯
名

ナ
ミ
ヱ
代
表)

の
皆
さ
ん
に
よ
る
野

点

(

の
だ
て)

が
、
上
北
町
商
工
会

女
性
部

(

谷
内
ミ
ツ
会
長)
ら
の
協

力
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

会
場
を
訪
れ
た
方
々
に
、
桜
の
和

菓
子
と
、
春
に
ち
な
ん
だ
茶
碗
で
抹

茶
が
振
舞
わ
れ
、
う
ら
ら
か
な
日
差

し
の
下
、
参
加
者
は
作
法
を
教
わ
り

な
が
ら
春
を
満
喫
し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
会
場
周
辺
に
は
、
あ
け
ぼ
の

句
会

(

浅
井
信
子
会
長)

の
会
員
に

よ
っ
て
桜
を
題
材
に
詠
ま
れ
た
俳
句

が
飾
ら
れ
、
野
点
に
花
を
添
え
て
い

ま
し
た
。

中
部
上
北
観
桜
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル

フ
交
歓
大
会
に
は
、
シ
ー
ズ
ン
開
幕

を
待
ち
わ
び
た
、
百
三
十
五
人
が
参

加
し
ま
し
た
。

開
会
式
で
は
東
北
町
グ
ラ
ウ
ン
ド

ゴ
ル
フ
協
会
の
伊
賀
一
男
会
長
が

｢

桜
を
見
な
が
ら
気
持
ち
よ
く
楽
し

ん
で
く
だ
さ
い｣

と
あ
い
さ
つ
。
そ

の
あ
と
参
加
者
た
ち
は
、
湖
畔
に
設

定
さ
れ
た
二
十
四
ホ
ー
ル
を
プ
レ
ー

し
ま
し
た
。

参
加
者
た
ち
は
、
随
所
に
見
せ
る

ナ
イ
ス
シ
ョ
ッ
ト
の
連
続
に
歓
声
を

上
げ
な
が
ら
、
桜
の
下
で
今
年
初
め

て
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
を
楽
し
ん

で
い
ま
し
た
。

地
引
き
網
体
験
は
、
五
月
三
日
か

ら
五
日
ま
で
の
三
日
間
行
わ
れ
、
湖

畔
を
訪
れ
た
約
一
千
人
が
伝
統
的
な

漁
法
を
体
験
し
ま
し
た
。

二
手
に
分
か
れ
た
参
加
者
た
ち
が

十
分
ほ
ど
か
け
て
網
を
引
き
あ
げ
る

と
、
中
に
は
た
く
さ
ん
の
ワ
カ
サ
ギ

や
モ
ク
ズ
ガ
ニ
の
ほ
か
、
体
長
五
十

セ
ン
チ
以
上
の
大
物
の
鯉
や
ウ
ナ
ギ

が
入
る
大
漁
で
、
こ
れ
に
は
参
加
者

た
ち
は
歓
声
を
上
げ
て
大
喜
び
。
あ

が
っ
た
魚
は
上
北
町
商
工
会
飲
食
部

会

(

和
田
吉
友
会
長)

の
皆
さ
ん
に

よ
っ
て
そ
の
場
で
刺
身
や
カ
ニ
鍋
な

ど
に
調
理
さ
れ
、
地
引
き
網
を
体
験

し
た
方
々
に
振
舞
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
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へ
ら
鮒
釣
り
の
メ
ッ
カ
と
し
て
知

ら
れ
る
花
切
川
で
、
五
月
三
日

｢

花

切
川
へ
ら
鮒
釣
り
全
国
大
会｣

が
開

催
さ
れ
、
遠
く
は
茨
城
県
や
宮
城
県

か
ら
、
一
般
の
部
四
十
五
人
、
ジ
ュ

ニ
ア
の
部
三
人
、
計
四
十
八
人
の
太

公
望
が
訪
れ
、
自
慢
の
腕
を
競
い
ま

し
た
。

競
技
は
午
前
五
時
の
花
火
を
合
図

に
ス
タ
ー
ト
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ポ
イ
ン

ト
に
陣
取
っ
た
参
加
者
た
ち
は
、
水

面
に
浮
か
ぶ
ウ
キ
の
微
妙
な
動
き
に

目
を
凝
ら
し
、
魚
が
掛
か
る
と
竿
に

伝
わ
る
魚
信
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

な
お
、
入
賞
者
は
次
の
と

お
り
で
す
。

(

敬
称
略)

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

①
小
比
類
巻
政
代(

三
沢
市)

２
・
８
㌔

②
成
田
春
雄

(

三
沢
市)

２
・
６
㌔

③
町
屋
勝
正

(

十
和
田
市)

０
・
８
㌔

�
�
�
�
	
�
�

�
�
�
�
�

①
松
尾
鴻
雅

(
向
旗
屋)

０
・
８
㌔

②
瀬
川
里
奈

(

栄
町)０

・
２
㌔

町
と
商
工
会
、
観
光
協
会
、
小
川

原
湖
釣
り
友
の
会
な
ど
に
よ
る
清
掃

奉
仕
活
動
が
四
月
二
十
二
日
、
小
川

原
湖
公
園
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
日
は
あ
い
に
く
の
雨
模
様
と

な
り
ま
し
た
が
、
旭
町
子
ど
も
会
の

親
子
や
エ
コ
マ
ネ
ー
研
究
会
の
会
員

な
ど
二
百
二
十
人
が
参
加
。
参
加
者

た
ち
は
、
公
園
の
遊
歩
道
や
花
切
川

を
約
二
時
間
か
け
て
、
二�

ト
ラ
ッ

ク
三
台
分
の
ゴ
ミ
を
拾
い
集
め
て
い

ま
し
た
。

ま
た
四
月
は
国
土
交
通
省
の
河
川

美
化
月
間
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
高

瀬
川
河
川
事
務
所
の
職
員
の
方
々
も

駆
け
つ
け
、
記
念
品
を
配
っ
て
活
動

に
感
謝
し
て
い
ま
し
た
。

財�
電
源
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
主
催

の｢

電
気
の
ふ
る
さ
と
新
じ
ま
ん
市｣

が
四
月
二
十
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で

の
三
日
間
、
千
葉
県
の
幕
張
メ
ッ
セ

で
開
か
れ
ま
し
た
。

こ
の
じ
ま
ん
市
に
は
、
全
国
の
発

電
所
周
辺
の
電
源
地
域
か
ら
二
百
十

九
市
町
村
が
参
加
し
、
入
場
者
は
延

べ
十
五
万
人
以
上
と
な
り
ま
し
た
。

当
町
か
ら
は
、
町
物
産
協
議
会

(

市
川
徹
雄
会
長)

に
加
盟
し
て
い

る
漁
協
・
特
産
品
販
売
促
進
協
議
会

な
ど
三
団
体
三
業
者
の
九
名
が
参
加

し
、
し
じ
み
汁
や
長
い
も
を
使
っ
た

豚
汁
す
い
と
ん
な
ど
を
販
売
。
売
り

場
前
に
は
長
蛇
の
列
が
で
き
る
ほ
ど

の
盛
況
ぶ
り
で
し
た
。
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町
青
少
年
育
成
町
民
会
議
の
設
立

総
会
が
四
月
二
十
二
日
、
町
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
町
民
全
員
が
青
少
年
の
育

成
に
関
心
を
持
ち
、
行
政
と
地
域
が

一
体
と
な
っ
て
、
児
童
・
生
徒
の
心

身
の
健
全
育
成
や
非
行
防
止
対
策
を

行
っ
て
い
く
こ
と
を
目
的
に
設
立
さ

れ
た
も
の
で
、
会
議
に
は
行
政
連
絡

員
ら
関
係
者
が
参
加
し
て
、
規
約
の

制
定
な
ど
の
議
案
を
可
決
。
役
員
の

選
出
で
は
、
新
会
長
に
蛯
沢
正
雄
さ

ん
を
選
出
し
ま
し
た
。

ま
た
、
そ
の
あ
と
に
町
民
約
四
百

人
が
参
加
し
て
行
わ
れ
た
町
青
少
年

健
全
育
成
町
民
大
会
で
は
、
テ
レ
ビ

番
組｢

行
列
の
で
き
る
法
律
相
談
所｣

で
お
な
じ
み
の
住
田
裕
子
弁
護
士
が

『

心
、
命
を
大
切
に』

と
題
し
て
記

念
講
演
を
行
い
、
テ
レ
ビ
番
組
で
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
や
法
律
の
話
題
を
交
え

な
が
ら
、
最
近
の
不
登
校
や
い
じ
め
、

凶
悪
犯
罪
の
例
を
出
し
、
基
本
教
育

や
家
族
間
の
愛
情
、
共
感
性
の
大
切

さ
、
夢
を
持
ち
目
標
を
達
成
す
る
こ

と
の
素
晴
ら
し
さ
な
ど
に
つ
い
て
説

き
ま
し
た
。

参
加
者
は
、
家
庭
と
学
校
と
地
域

の
方
が
一
体
と
な
っ
て
、
子
供
た
ち

を
守
り
育
ん
で
い
く
こ
と
の
重
要
さ

を
学
ん
で
い
ま
し
た
。

七
戸
地
区
安
全
協
会

(

楢
舘
長
吉

会
長)

は
、
五
月
七
日
緊
急
会
議
を

開
き
、
交
通
死
亡
事
故
抑
止
非
常
警

報
に
つ
い
て
の
対
策
を
話
し
合
い
ま

し
た
。

こ
の
非
常
警
報
は
、
今
年
度
に
入
っ

て
か
ら
七
戸
警
察
署
管
内
で
の
交
通

事
故
に
よ
る
死
亡
者
が
多
発
し
て
い

る
こ
と
に
伴
っ
て
発
令
さ
れ
た
も
の

で
す
。

会
議
で
は
交
通
安
全
母
の
会
や
交

通
指
導
隊
に
よ
る
新
入
学
児
童
へ
の

街
頭
指
導
や
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着
用

等
の
交
通
安
全
街
頭
啓
発
運
動
を
行
っ

て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
確
認
し
ま
し

た
。

ま
た
会
議
終
了
後
、
町
交
通
指
導

隊
や
交
通
安
全
母
の
会
の
会
員
な
ど

約
二
十
人
が
、
旭
町
地
区
に
お
い
て

｢

春
一
番
作
戦｣

と
題
し
、
春
の
行

楽
期
交
通
事
故
防
止
啓
発
運
動
を
実

施
し
ま
し
た
。

運
動
の
前
に
、
八
木
橋
直
美
七
戸

警
察
署
長
が｢

町
民
の
み
な
さ
ん
に
、

事
故
を
起
こ
さ
な
い
、
事
故
に
遭
わ

な
い
、
と
い
う
心
が
け
を
し
て
い
た

だ
く
よ
う
、
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す｣

と
あ
い
さ
つ
。
参

加
者
は
ド
ラ
イ
バ
ー
へ

｢

安
全
運
転

を
お
願
い
し
ま
す｣

と
声
を
か
け
な

が
ら
啓
発
グ
ッ
ズ
を
配
布
し
、
交
通

安
全
を
呼
び
か
け
て
い
ま
し
た
。
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東
北
町
誕
生
記
念
第
二
回
東
北
町

長
旗
争
奪
中
学
校
野
球
・
ソ
フ
ト
ボ
ー

ル
大
会
が
、
五
月
十
二
・
十
三
日
の

二
日
間
行
わ
れ
、
野
球
六
チ
ー
ム
、

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
四
チ
ー
ム
が
参
加
し

て
熱
戦
を
繰
り
広
げ
ま
し
た
。

開
会
式
で
は
大
会
長
の
竹
内
町
長

が

｢

お
互
い
を
称
え
合
い
、
思
い
や

る
心
を
持
っ
て
全
力
で
プ
レ
ー
し
て

く
だ
さ
い｣

と
あ
い
さ
つ
。
続
い
て

選
手
を
代
表
し
て
、
東
北
中
学
校
野

球
部
主
将
の
乙
崎
将
太
君
が

｢

練
習

の
成
果
を
発
揮
し
、
正
々
堂
々
最
後

ま
で
戦
い
ま
す｣

と
元
気
に
選
手
宣

誓
し
ま
し
た
。

な
お
、
大
会
の
結
果
は
次
の
と
お

り
で
す
。

�
�
�
�

�
�
�
�

七
戸
中

１－

０

十
和
田
中

◇
優

勝

七
戸
中
学
校

◇
準
優
勝

十
和
田
中
学
校

�
	


�
�

�
�

�
�
�
�

上
北
中

７－

３

十
和
田
中

◇
優

勝

上
北
中
学
校(

二
連
覇)

◇
準
優
勝

十
和
田
中
学
校

今
年
の
野
球
シ
ー
ズ
ン
幕
開
け
と

な
っ
た
観
桜
旗
野
球
大
会

(

桜
ま
つ

り
協
賛)

が
、
四
月
二
十
九
日
・
五

月
六
日
の
二
日
間
、
南
総
合
運
動
公

園
野
球
場
で
行
わ
れ
、
参
加
し
た
九

チ
ー
ム
が
熱
戦
を
展
開
し
ま
し
た
。

大
会
の
成
績
と
個
人
賞
は
次
の
と

お
り
で
す
。

(

敬
称
略)

�
�
�
�
�

�
�
�
�

上
野
野
球

２－

０

蛯
沢
燃
料

◇
優

勝

上
野
野
球
愛
好
会

◇
準
優
勝

蛯
沢
燃
料
店

�
�
�
�

▽�
�
�
�
�
�
�
－

蛯
名
裕
和

(

上
野)
▽�

�
�
�
�
�
－

吹

越
裕
久

(
蛯
沢
燃
料
店)

▽�
 

�
－

佐
々
木
政
人

(

上
野)

東
北
町
朝
野
球
リ
ー
グ
戦
の
開
幕

式
が
五
月
六
日
、
北
総
合
運
動
公
園

野
球
場
で
行
わ
れ
、
二
十
一
チ
ー
ム
、

三
百
五
十
余
名
の
選
手
が
参
加
し
て

健
闘
を
誓
い
合
い
ま
し
た
。

開
会
式
で
は
町
屋
重
實
町
野
球
協

会
長
が｢

選
手
同
士
の
親
睦
を
深
め
、

優
勝
を
め
ざ
し
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い｣

と
あ
い
さ
つ
。
続
い
て
選
手
を
代
表

し
て
極
上
チ
ー
ム
の
佐
藤
直
樹
選
手

が

｢

正
々
堂
々
プ
レ
ー
し
ま
す｣

と

元
気
に
選
手
宣
誓
し
ま
し
た
。

大
会
は
、
東
北
地
区
六
チ
ー
ム
、

上
北
地
区
Ａ
ブ
ロ
ッ
ク
六
チ
ー
ム
、

Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク
九
チ
ー
ム
に
よ
る
リ
ー

グ
戦
で
行
わ
れ
、
七
月
下
旬
ま
で
全

九
十
六
試
合
の
熱
戦
を
展
開
し
ま
す
。
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平
成
十
九
年
度
東
北
町
連
合
Ｐ
Ｔ

Ａ
総
会
が
五
月
十
六
日
、
町
民
文
化

セ
ン
タ
ー
で
開
か
れ
、
町
内
の
十
小

中
学
校
の
関
係
者
ら
約
八
十
五
人
が

出
席
し
ま
し
た
。

総
会
で
は
蛯
名
英
明
会
長
が

｢

町

内
千
七
百
人
の
子
ど
も
た
ち
が
、
安

全
安
心
に
学
校
生
活
を
送
れ
る
よ
う

有
意
義
な
総
会
に
し
ま
し
ょ
う｣

と

あ
い
さ
つ
し
ま
し
た
。

ま
た
竹
内
町
長
が

｢

痛
ま
し
い
事

件
が
多
発
し
て
い
る
が
、
子
ど
も
の

安
心
安
全
な
環
境
づ
く
り
と
学
力
向

上
の
た
め
、
親
と
地
域
が
一
体
と
な

り
、
教
育
振
興
の
た
め
に
尽
力
し
て

く
だ
さ
い｣

と
祝
辞
を
述
べ
ま
し
た
。

議
事
で
は
事
業
計
画
や
収
支
予
算

な
ど
の
議
案
を
可
決
。
役
員
改
選
で

は
新
会
長
に
乙
部
正
廣
さ
ん

(

蛯
沢

小
Ｐ
Ｔ
Ａ)

を
選
出
し
ま
し
た
。

な
お
、
新
役
員
は
次
の
と
お

り
で
す
。

(

敬
称
略)

�
�
�▽

乙
部
正
廣

(
蛯
沢
小)

�
�
�
�

▽
荒
木
茂
信

(

千
曳
小)

▽
沼
尾
幸
広

(

小
川
原
小)

▽
本
間

誠

(

東
北
中)

▽
鶴
ヶ
崎
春
雄(

東
北
東
中)

�
�
�
�
�
�

▽
長
内
政
明

(

甲
地
小)

�
�
�
�
�
�
�

▽
町
屋
光
弘

(

第
一
小)

�
	

▽

冨
岡
純
夫

(

上
北
中)

▽
蛯
名
竜
也

(

上
北
小)

▽
久
保
田
正
一

(

水
喰
小)

上
北
小
学
校

(

向
後
秀
樹
校
長)

が｢

小
さ
な
親
切
実
行
章｣

に
輝
き
、

役
場
本
庁
舎
で
表
彰
状
の
伝
達
式
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
同
校
が
環
境
美
化
運
動
の

一
環
と
し
て
、
集
め
た
プ
ル
タ
ブ
な

ど
で
車
い
す
を
購
入
し
町
に
寄
贈
し

た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
、
代

表
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
委
員
長
の
蛯
名

雄
哉
君

(

六
年)

が
、
小
さ
な
親
切

運
動
本
部
の
代
行
を
受
け
た
青
森
銀

行
上
北
町
支
店
の
高
谷
亨
支
店
長
か

ら
表
彰
状
を
受
け
取
り
ま
し
た
。

こ
の
運
動
は
五
年
前
か
ら
継
続
し

て
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、
向
後
校
長

は

｢

こ
れ
か
ら
も
活
動
の
輪
を
広
げ

て
い
き
た
い｣

と
話
し
て
い
ま
し
た
。

昨
年
四
月
に
町
が

｢

子
ど
も
読
書

推
進
の
ま
ち｣

を
宣
言
し
た
こ
と
を

受
け
、
町
図
書
館
で
は
読
み
聞
か
せ

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体

｢

読
み
聞
か
せ

グ
ル
ー
プ
野
の
花｣

(

須
川
チ
ヱ
代

表)

と

｢

緑
の
町
の
お
は
な
し
会｣

(

佐
々
木
美
保
代
表)

の
協
力
を
得

て
、
町
内
の
十
一
保
育
園

(

所)

で

｢

読
み
聞
か
せ｣

を
行
い
ま
し
た
。

五
月
九
日
に
第
三
保
育
園

(

千
葉

智
園
長)

で
行
わ
れ
た
読
み
聞
か
せ

に
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
二
名
が
、

園
児
約
三
十
人
を
前
に
絵
本
や
紙
芝

居
の
四
話
を
披
露
。
園
児
は
物
語
に

引
き
込
ま
れ
て
い
る
様
子
で
、
静
か

に
話
を
聞
い
て
い
ま
し
た
。
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四
月
二
十
九
日
に
発
表
さ
れ
た
二

〇
〇
七
年
春
の
叙
勲
で
、
当
町
か
ら

三
名
の
方
が
受
章
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
う
ち
旭
日
単
光
章
に
は
角
田

久
さ
ん

(

境
ノ
沢)
が
、
瑞
宝
単
光

章
に
は
、
貝
塚
仁
三
郎
さ
ん(

大
平)

と
和
田
竹
千
代
さ
ん

(
栄
町)

が
、

そ
れ
ぞ
れ
晴
れ
の
栄
誉
に
輝
き
ま
し

た
。各

受
章
者
の
略
歴
等
は
次
の
と
お

り
で
す
。

(

敬
称
略)

��
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�
�
�
�

���

(

元
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
生
活
衛
生
同

業
組
合
副
理
事
長)

昭
和
五
十
五
年
に
県
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
生
活
衛
生
同
業
組
が
主
体
と
な
り

重
度
障
害
者
授
産
施
設
を
設
立
し
た

際
の
準
備
委
員
会
事
務
局
長
や
、
施

設
開
所
後
の
所
長
を
務
め
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
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�

���

(

元
東
北
町
消
防
団
分
団
長)

昭
和
二
十
九
年
に
消
防
団
入
団
。

そ
の
後
消
防
団
副
分
団
長
等
を
歴
任

し
、
平
成
二
年
か
ら
六
年
間
東
北
町

消
防
団
分
団
長
を
務
め
る
。

町
営
横
沢
山
、
淋
代
山
、
豊
畑
、

道
ノ
下
の
四
放
牧
場
で
、
五
月
十
日

か
ら
乳
牛
と
肉
用
牛
と
馬
の
放
牧
が

始
ま
り
、
約
五
百
六
十
頭
が
次
々
と

入
牧
し
ま
し
た
。

各
放
牧
場
に
は
、
畜
産
農
家
か
ら

牛
や
馬
が
ト
ラ
ッ
ク
で
運
び
込
ま
れ
、

一
頭
ず
つ
計
量
と
ダ
ニ
駆
除
、
寄
生

虫
駆
除
剤
の
処
置
が
さ
れ
て
か
ら
入

牧
。
牛
た
ち
は
久
し
ぶ
り
の
野
に
気

持
ち
よ
さ
そ
う
な
様
子
で
、
お
い
し

そ
う
に
草
を
食
べ
た
り
走
り
回
っ
た

り
し
て
い
ま
し
た
。

牛
や
馬
は
十
一
月
上
旬
ま
で
放
牧

さ
れ
た
あ
と
、
再
び
畜
産
農
家
の
も

と
へ
帰
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

東
北
東
中
学
校
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部

後
援
会

(

吹
越
政
則
会
長)

が
五
月

十
四
日
、
東
北
東
中
学
校
グ
ラ
ウ
ン

ド
に
夜
間
照
明
灯

(

マ
ル
チ
ハ
ロ
ゲ

ン
灯
四
百
ワ
ッ
ト
、
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト)

二
灯
を
寄
贈
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
後
援
会
の
皆
さ
ん
が
安
全

な
環
境
の
下
で
、
一
人
で
も
多
く
の

子
ど
も
た
ち
に
ス
ポ
ー
ツ
を
親
し
ん

で
ほ
し
い
と
の
思
い
か
ら
寄
贈
さ
れ

た
も
の
で
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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(

和
田
工
務
店
代
表
取
締
役)

昭
和
四
十
五
年
の
上
北
職
業
訓
練

校
開
校
当
初
か
ら
三
十
五
年
間
、
職

業
訓
練
生
の
育
成
に
尽
力
。
ま
た
同

校
の
校
長
と
会
長
を
七
年
間
務
め
る
。
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みなさんは80歳になったとき､ 自分の歯が何
本くらい残っていると思いますか？成人の歯は､
親知らずを含めて32本｡ これが80歳になると・・・
なんと現在の平均では､ 5本程度しか残ってい
ません｡ つまり､ 80歳までに27本も歯が抜けて
しまうことになります｡
そこで､ 国では ｢80歳になっても20本以上自
分の歯を保とう｣ という､ 『8020運動』 を推進
しています｡ ｢20本｣ は好きなものを何でも食
べ､ 味わえる快適さの目安です｡

口は ｢最初の消化器官｣ と呼ばれ､ 食べ物を
唾液ととともに体内に送り込んでいます｡ 口の
中が汚れた状態になると､ 細菌が血液を通って
全身を回り､ 肺､ 心臓､ 腎臓などに炎症を起こ
すのです｡

現在74歳で元気に
福祉センターへ来て
いる高松千代喜さん
(美須々在住)｡
74歳とは思えない
ほどの元気っぷりで
す｡
今でも28本の歯を保っている高松さんに､ 歯
の健康を保つ秘訣を伺いました｡

� �������	
��������

食事後に､ ハブラシと歯磨き粉で磨いていま
す｡ マッサージ程度にやさしく磨くことがコツ
かな｡ あと､ 若いときは虫歯かなと思ったらす
ぐ歯医者に行っていました｡

� ��������������

何でも食べるようにしています｡ 特に､ 野菜・
魚は多めに摂っているかな｡ チーズが大好きで､
それがカルシウム摂取になって歯に良かったの
かも｡ おかげでスルメもたくわんも平気で噛ん
で食べられます｡

� ����� !��

よく体を動かすこと｡ 今でもトラクターを乗
り回すし､ 山菜採りが好きで山もよく歩く｡ こ
うして､ 福祉センターに来てみんなとおしゃべ
りするだけでも元気になるなぁ｡

� "#$%&'()�*+��

80歳を超えてもずっと元気で福祉センターに
通いたいなぁ｡ もちろん､ このまま28本の歯も
残したいです｡

高松さんをみてわかるように､ 歯の多い高齢
者は健康だといわれています｡ 歯は若い頃から
の管理によって自分の歯がいつまでもつかが左
右されます｡ たかが ｢歯｣､ されど ｢歯｣ です｡
何歳になっても､ 好きなものをおいしく食べ､
そして元気でいるために､ 普段から歯を大事に
したいものです｡
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す
る
事
を
畜
産
史
上

｢

馬
小
作｣

と

言
っ
た
。
馬
小
作
を
副
業
的
に
し
生

計
に
役
立
て
た
農
家
も
少
な
く
な
く
、

農
産
物
凶
作
の
年
な
ど
は
馬
小
作
の

収
入
が
大
な
る
農
家
も
あ
っ
た
。
借

主
は
、
貸
主
に
借
り
賃
と
し
て
子
馬

の
売
却
価
格
を
折
半
納
入
し
た
。

�
�
�
�
�

写
真
に
示
す｢

馬
籍
謄
本｣

だ
が
、

専
業
農
家
が
副
業
的
に

｢

馬
小
作｣

を
し
た
証
拠
書
類
で
も
あ
る
。
馬
籍

に
あ
る
馬
の
名
称
が

｢

高
安｣

号
で

あ
る
。
母
馬
の
サ
ラ
種
・
高
龍
は
野

辺
地
の
豪
商
・
立
五
一
＝
八
代
野
村

治
三
郎
代
議
士
か
ら
借
り
た
馬
で
、

父
馬
は
七
戸
産
馬
組
合
ア
ノ
種
ア
ン

ト
ラ
ン
号
と
の
交
配
で
あ
る
。
私
の

祖
父
倉
松
は

｢

立
五
一
か
ら
借
り
た

馬
で
子
馬
を
育
て
て
は
売
っ
て
生
計

の
助
け
と
し
た
…｣

と
、
何
度
も
口

に
し
た
苦
労
話
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。

�
�
�
�
	
�

謄
本
発
行
日
は
昭
和
九
年
十
月
十

一
日
だ
が
、
高
安
号
の
売
却
時
期
に

発
行
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

売
却
の
領
収
控
は
残
存
し
な
い
。
が

外
国
種
ゆ
え
相
当
の
高
値
だ
っ
た
ら

し
い
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。

�


�
�


現
在
の
町
村
役
場
に
馬
籍
課
＝
馬

事
課
は
、
な
ど
と
訪
ね
た
ら
頭
が
狂
っ

て
い
る
と
言
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の

馬
籍
・
馬
事
課
は
終
戦
後
、
行
政
役

所
か
ら
は
姿
を
消
し
た
。

�
�
�
�
�
�

そ
れ
と
言
う
の
も
、
半
世
紀
前
の

昭
和
三
十
一
年
頃
か
ら
耕
耘
機
と
い

う
動
力
発
動
機
が
流
行
し
、
農
耕
馬

の
必
要
性
を
失
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の

農
家
は
、
馬
と
い
う
畜
力
で
農
耕
せ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
畑
を
耕
す
に

も
馬
耕
が
け
、
ハ
ロ
ー
が
け
、
畝
通

し
、
除
草
機
が
け
な
ど
。
水
田
も
馬

耕
、
ハ
ロ
ー
、
二
番
馬
耕
、
代
掻
き

と
全
て
畜
力
だ
っ
た
。
ま
た
、
馬
車

運
搬
も
動
力
ト
ラ
ク
タ
ー
等
に
よ
り

農
耕
馬
の
存
在
価
値
は
皆
無
に
等
し

く
な
っ
た
。

�
�
�
�
�
�

昭
和
二
十
年
終
戦
ま
で
の
軍
国
時

代
は
、
騎
兵
部
隊
な
ど

｢

軍
馬｣

と

し
て
戦
争
の
一
翼
を
担
っ
た
。
そ
の

馬
の
生
産
の
国
家
的
機
関
が
、
陸
軍

省
・
軍
馬
補
充
部
三
本
木
支
部
の
威

容
等
を
懐
か
し
む
人
も
多
い
。
最
寄

り
で
は
天
間
林
・
道
ノ
上
支
部
な
ど

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
昭
和
二
十
年

八
月
十
五
日
終
戦
と
共
に
、
そ
の
軍

馬
飼
育
の
厩
舎
は
新
制
天
間
舘
中
学

校
の
校
舎

(

旧)

に
急
改
変
身
し
、

大
清
掃
の
日
は
サ
ク
リ
板
の
馬
糞
コ

ビ
除
去
で
大
変
だ
っ
た
。

�
�
�
�
�
�
�

馬
を
飼
育
の
農
家
が
多
か
っ
た
か

ら
、
品
評
会
で
は
数
多
い
馬
の
中
か

ら
体
格
の
秀
れ
た
馬
を
軍
部
で
買
い

上
げ
た
。
い
わ
ゆ
る
徴
用
で
、
三
倍

近
い
高
値
で
買
わ
れ
て
ホ
ク
ホ
ク
顔

の
名
誉
こ
の
上
な
か
っ
た
。

�
�
�
�
�
�
�

農
地
を
持
た
な
い
人
は
地
主
か
ら

田
畑
を
借
用
し
て
耕
作
生
産
し
、
小

作
人
と
称
さ
れ
た
。
地
代
と
し
て
生

産
物
の
何
割
か
を
地
主
に

｢

年
貢｣

と
し
て
物
納
し
た
。
農
地
借
用
に
よ

る
栽
培
生
産
を

｢

小
作｣

と
称
し
た

事
は
周
知
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
終
戦
直
後
、
勝
利
連
合

国
主
導
に
よ
る
農
地
解
放
改
革
政
策

が
発
令
さ
れ
た
。
借
地
の
所
有
権
が

地
主
か
ら
小
作
人
に
移
動
す
る
と
い

う
未
曾
有
の
大
変
革
が
起
き
、
貸
し

た
人
情
が
取
ら
れ
た
恨
み
で
世
は
愛

憎
混
交
、｢

鬼
よ
り
怖
い
農
地
法｣

と
恐
怖
に
お
の
の
い
た
。

�
�
�
�

前
記
の

｢
小
作｣

を
念
頭
に
置
く

と
判
り
易
い
が
、
馬
の
所
有
者
か
ら

牝
馬

(

め
す
う
ま)
を
借
用
飼
育
し

て
子
馬
を
出
産
成
育

(
売
却
収
入)
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藤
田
家
に
残
存
の
謄
本
の
用
途
は

何
だ
っ
た
の
か
素
朴
な
疑
問
も
な
く

は
な
い
。
推
測
す
る
に
、
売
却
の
際

買
い
主
が
謄
本
受
領
を
忘
れ
た
為
、

売
り
主
の
方
に
残
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
県
内
各
地
に
お
け
る
資
料

と
し
て
は
残
存
を
見
な
い
。
全
国
的

規
模
の
馬
事
博
物
館
・
十
和
田
市
の

称
徳
館
さ
え
掲
示
も
な
け
れ
ば
、
未

公
開
資
料
リ
ス
ト
に
も
な
い
。
と
す

れ
ば
稀
少
な
資
料
か
も
し
れ
な
い
。

�
�
�
�
�

一
枚
の
資
料
か
ら
、
馬
の
時
代
の

農
業
ま
で
話
題
が
波
及
し
た
が
、
今

の
機
械
化
農
業
時
代
に
比
し
て
、
父

母
や
祖
父
母
、
そ
の
曽
祖
父
母
ら
の

苦
労
と
時
代
の
一
端
が
伺
え
れ
ば
幸

甚
で
あ
る
。
人
に
は
戸
籍
が
、
馬
に

は
馬
籍
が
あ
っ
た
。
馬
の
出
産
・
死

亡
、
売
買
の
際
は
馬
籍
課
へ
届
出
が

原
則
だ
っ
た
。
馬
は
家
族
同
様
の
一

員
だ
っ
た
事
と
、
国
を
守
る
軍
馬
で

も
あ
っ
た
事
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

※
馬
籍
や
馬
の
血
統
証
を
お
持
ち
の

方
は
お
知
ら
せ
を

℡
〇
一
七
五
―
六
四
―
六
三
二
九

寄
稿
者

藤

田

友

志

(
東
北
町
初
代
教
育
長)

�� �� �� ��

魚釣りのシーズンです｡
さて ｢少しポイントを変えてみよう｣ という時は､ 必ず釣り竿
を短くして移動してください｡
上空には電線が通っている場所があります｡
とても高い電圧ですので､ 釣り竿が近づいただけでも感電する
ことがあります｡ くれぐれもご注意ください｡
����

(財) 東北電気保管協会 十和田営業所 TEL 0176－23－5907
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73名一人一人の子どもが､ 学
ぶことの喜びを味わい､ 互いに
認め合いながら､ よりよい人間
関係を築くことを願って､ ｢と
もに学び､ ともに認め､ ともに
励まし合う小川原小学校をめざ
して｣ のテーマを設定しました｡
‘可能性のない子どもはいない’
という信念をもって､ めざす子
ども像の達成に向けた教育活動
を展開し､ 教育目標 『学び続け
る子 心ゆたかな子 たくまし
い子』 に近づけたいです｡
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一所懸命にやり遂げる！
｢命｣ ｢心｣ ｢夢｣ を大切に｡

◎世界中でたった一つしかない
自分の命を大切に守る｡
◎自分の心は自分でつくる｡
◎自分の夢の実現に向けて勉強
をしっかりする｡
人は夢を持って生きることが
大切です｡ その夢の実現に向け
て一所懸命に勉強し､ そのこと
を財産にして自分を成長させて
いく｡ すべてのことに感謝しな
がら共に生きていけるように｡
そう願います｡
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国保税の医療分の税率については､ 上北地区と東北地区で税率に差がありましたが､
平成19年度から次のとおり改正して統一されます｡
東北町の国民健康保険事業は､ 年々医療費が増加するなど財政が大変厳しくなって
きています｡
東北地区の税率が上がりますが､ 事業の安定的運営のため､ ご理解くださいますよ
うよろしくお願いします｡
�������
����

� 
���������������� !
国保税の医療分の課税限度額が､ 法改正により平成19年度から３万円引き上げられ
て56万円になります｡
介護分はこれまでと同じ９万円ですので､ 最高課税額は65万円となります｡
また､ 納期は７月から翌年２月までの８期で変わりありませんので､ 納期内納付を
よろしくお願いします｡

"#$%&' 東北町役場 町民課 国民健康保険係
℡ 0176－56－3111 (代表) または0175－63－2111
本庁舎 (内線151) ・分庁舎 (内線544・545・546)

( �

� � � ) * �

� � � � � � ����	��


� �  � � � � � � � � �

+ , - ���� 8.4％ 8.1％ ����

. / - ����� 55.0％ 55.0％ ����

0 1 - ��	���
 33,300円 28,200円 �	���


� 1 - ��	���
 43,900円 40,600円 �	���


(注) 所得額が一定以下の世帯には､ 均等割と平等割について軽減措置があり
ます｡
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児童手当を受けている方は､ 毎年６月中に ｢児童手当現況届｣ を提出しなければなりません｡
この届けは､ 毎年６月１日現在の児童の養育状況や前年の所得状況などを記載し､ 児童手当を引き
続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです｡
この届の提出がないと､ ６月分以降の手当が受けられなくなりますので､ ご注意ください｡

��������
平成19年６月29日 (金) までに､ 東北町役場福祉課窓口へ (本庁舎・分庁舎どちらでも可) 届け出
てください｡
※対象者には､ 前もって案内文書を送付します｡ (６月15日発送予定)

��	��
���������
１. 印かん (認め印で結構です｡ シャチハタなどのスタンプ印は不可です｡)
２. 福祉課から郵送された ｢現況届｣ の用紙
３. 健康保険証 (カードタイプの場合は子供のもの)
４. 平成19年度 (18年分) 所得証明書
※平成19年１月２日以降に東北町に転入された方のみ必要です｡ 平成19年１月１日現在､ 居住して
いた市町村の発行する児童手当用所得証明書が必要です｡

５. 別居監護申立書 (別居している児童がいる方のみ必要)

����������������

�

�����・・・小学校修了前 (12歳到達後､ 最初の年度末まで) の児童を養育されている方
※ただし､ 前年 (１月から５月までの月分の手当については前々年) の所得が一定額以上の場合に
は､ 所得制限により児童手当は支給されません｡
※なお､ これまでに所得制限のため支給対象となっていない方も､ 前年の所得によっては対象とな
る場合もありますので､ ご相談ください｡�

�������

児童手当の支給は､ 認定請求をした日の属する月の翌月分から､ 支給事由の消滅した日の属する月
分まで支給されます｡
なお､ 原則として手当は､ 毎年２月・６月・10月にそれぞれの前月分 (４ヶ月分) までが支給され
ます｡�
���

３歳未満の児童 一律１０, ０００円 (月額)
３歳以上の児童
第１子 ５, ０００円 (月額)
第２子 ５, ０００円 (月額)
第３子以降 １０, ０００円 (月額)�

 !"##$� (平成19年４月分の手当より)

■■■■■■問合せ－役場福祉課 ℡0176－56－3111 (代表) または℡0175－63－2111
本庁舎 (内線141) ・分庁舎 (内線528)

扶養親族等の数 児童手当所得制限限度額
(国民年金加入者・年金未加入者)

特例給付所得制限限度額
(厚生年金加入者・共済組合加入者)

０人 ４６０万円 ５３２万円
１人 ４９８万円 ５７０万円
２人 ５３６万円 ６０８万円
３人 ５７４万円 ６４６万円
４人 ６１２万円 ６８４万円
５人 ６５０万円 ７２２万円

��������������������������������������������������������������������������������										
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《聴覚障害》 (平衡機能障害を除く)
	
�� � � � 

７月３日 (火) 野辺地町健康増進センター
TEL 0175-64-1770

◇受 付 13時15分～14時45分
◇診査・相談 13時30分～15時30分

《肢体不自由》
	
�� � � � 

７月10日 (火) 野辺地町健康増進センター
TEL 0175-64-1770

◇受 付 ８時45分～11時00分
◇診査・相談 ９時30分～12時00分７月11日 (水) 十和田市南公民館

TEL 0176-22-4416

７月13日 (金) 三沢市総合社会福祉センター
TEL 0176-51-8772

�����
(1) 身体障害者手帳の交付を受けるため審査を必要とする方
(2) 市町村または上北地域県民局地域健康福祉部福祉総室から身体障害者手帳の再認定が必要
とされた方

(3) 身体障害者手帳の障害程度及び等級に変化があり､ 変更を必要とする方
(4) 義肢・装具等の補装具(電動車いす・人工喉頭は除く)の交付､ 修理が必要を必要とする方
(5) 身体障害者で生活・医療・施設入所等の相談を希望する方

��� ①脳卒中等については発病後３か月未満の方は除く
②身体障害者手帳の診査については､ 病状等によって当日の判定が困難な場合には､ 医
療機関を利用してもらうこととする
③補装具の車いす (レディメイド)､ 歩行補助つえ､ 歩行器については､ 介護保険の保
険給付と重なるので､ 要介護状態にある65歳以上の方､ 及び要介護状態にある40歳以
上65歳未満の方で特定疾病が原因による方については､ 介護保険が優先となる
④障害児の聴力の測定については､ 当日の検査器具では精密な検査が困難なため､ 指定
医師のいる医療機関を利用してもらうこととする
⑤電動車いす､ 座位保持装置及び特例補装具の処方を要するものは除く
⑥義肢､ 装具及び車椅子については､ 複雑な処方を要するものは除く (骨格構造義肢､
オーダーメイド又はモジュラー方式による車椅子の新規処方等)

��	
��
(1) 聴覚障害 (平衡機能を除く)
(2) 肢体不自由

�������
(1) 身体障害者手帳 (所持者のみ)
(2) 印鑑 (認印で結構です)

��	
� 
青森県身体障害者更生相談所・各市町村

!�"#$
役場福祉課 － TEL 0176-56-3111 (代表) またはTEL 0175-63-2111

本庁舎 (内線158)・分庁舎 (内線529)
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平成19年４月１日から平成22年３月31日までの間に一定のバリアフリー改修が行われ､ 以下の
要件を満たす住宅に対し､ 翌年度分の固定資産税について減額措置が受けられます｡

� �

� � �

�����	
����

����

������������� !"	#$%&'#$�()*

※マンション等の区分所有に係る家屋の専有部分を含む｡
※併用住宅などの場合､ 住宅部分の面積割合が２分の１以上であること｡

+ # ,

-�./0��12+#34.	56

・65歳以上の方
・要介護認定又は要支援認定を受けている方
・障害のある方

��78

-�789:;<=>�()?@AB2CDEF�G�H�

・廊下の拡幅 ・手すりの取付け
・階段の勾配の緩和 ・床の段差の解消
・浴室の改良 ・引き戸への取替え
・便所の改良 ・床表面の滑り止め化

I J K � � �

�LMN�IJK2�OOP�Q�H� 税額の３分の１

�LMN�IJK2�OOP�G�H� １００㎡分の税額の３分の１

RST

U�V

H�

１. 上記居宅者要件を満たすことを示す書類の写し (住民票､ 被保険者証､ 障
害者手帳等)

２. 工事明細書 (改修工事の内容及び費用を確認することができるもの)
３. 改修工事箇所の写真 (改修前､ 改修後)
４. 領収書 (工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
５. 補助金等の交付を受けた場合は､ 交付決定を受けたことを確認することが
できる書類 (居宅介護住宅改修費の給付決定通知等)

※ 改修工事が完了した日から３か月以内に､ 必要な書類を添付して申告してください｡
※ 工事内容を示す書類は､ 建築士・登録機関による証明で代替可｡

WRSXYZ[\ － 東北町役場 税務課 資産税係
TEL 0176-56-3111 (代表) またはTEL 0175-63-2111 (内線514)

※新築住宅特例や耐震改修特例と同時には適用されません｡
※一戸についての減額措置の適用は１回限りとなります｡
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６月から水田用除草剤の本格的な使用時期を迎えることから､ 農薬の河川等への流出防止の
徹底を図るため､ 引き続き､ 農家の皆さんは下記の事項について注意してください｡
(1) 水田において農薬を使用するときは ｢止水期間を１週間程度｣ とする
(2) 農薬の流出防止に必要な水管理､ 畦畔整備等の措置を講じる
(3) 大雨等により降水量が多くなるおそれがある場合には､ 農薬の使用を控える
(4) 使用残農薬等の処理にあたっては､ 河川等へ廃棄しない

�������������

今年､ 県内の一部地域において､ 野ねずみの一斉駆除に使用された殺そ剤の使用方法に改善
を要する事案が発生しました｡
農家の皆さんは､ 農薬使用基準等を守り､ 適正に使用してください｡

(1) 農薬の容器・包装のラベルに表示されている事項を守る
特に次の事項 (農薬使用基準) に違反すると､ 農薬取締法第12条第３項の違反となり､
農薬使用者は同法の罰則対象となるので､ 十分注意する
ア. 適用がない作物へは使用しない
イ. 定められた使用量や濃度を超えて使用しない
ウ. 定められた使用時期 (収穫前日数等) を守る
エ. 定められた総使用回数以内で使用する

(2) 使用方法についても､ 使用量または濃度の点で農薬使用基準に違反するおそれがあるこ
とから､ ラベルに記載された使用方法を守る

(3) 毒物や劇物に指定されている農薬については､ 毒性が強いことから､ 細心の注意を払っ
て使用する

� !"#$

役場農林水産課 TEL 0176-56-3111 (代表) またはTEL 0175-63-2111
本庁舎 (内線261) ・分庁舎 (内線624・625)

���� ���������������
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７月２日(月)は自動車税の
納期限です｡
最寄りの金融機関や郵便局
で､ 忘れずに納めましょう｡
納付書に付いている納税証
明書は､ 車検の際に必要とな
りますので､ 車検証と一緒に
大切に保管しましょう｡
������������

������������

� 

上北地域県民局県税部では､
次のとおり休日開庁と納税窓
口の時間延長を行います｡
自動車税等の納付及び納税
相談等を受け付けますので､
ご利用ください｡
◇時間延長
(午前８：30～午後８：00)
・６月25日(月)
～６月29日(金)

・７月２日(月)
◇休日開庁
(午前８：30～午後５：15)
・６月30日(土)
・７月１日(日)
※県内の各地域県民局県税部
においても､ 同様に休日開
庁・納税窓口の時間延長を
実施します｡
!"#$

上北地域県民局県税部
納税課
十和田市西十二番町20－12
青森県十和田合同庁舎１階
TEL 0176-22-8111
(内線213・214)
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県人事委員会及び県警察本部では､ 大学卒業 (見込み) 者を
対象に警察官Ａの採用試験を行ないます｡
!%&'�－５月28日(月)～６月22日(金)
!()*+－７月８日(日)
!*+,-－青森市 (県立青森商業高等学校)

◎警察官Ａ (男子Ⅱ) を希望する方は､ 警視庁､ 埼玉県､ 千葉
県､ 神奈川県及び静岡県の警察官を同時に受験できます｡
◎詳細については､ 最寄りの警察署等にお問い合わせください｡

� � � � 	
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昭和52年４月２日以降に生まれた者で､ 学

校教育法による大学を卒業した者又は平成19
年９月30日までに卒業する見込みの者｡ (人事
委員会が同等の資格があると認める者を含む)

��  ��

����

��  ��
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昭和53年４月２日以降に生まれた者で､ 学

校教育法による大学を卒業した者又は平成20
年３月31日までに卒業する見込みの者｡ (人事
委員会が同等の資格があると認める者を含む)
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上記 (男子Ⅱ) 受験資格を有する者のうち､
段位が三段以上で全日本柔道 (剣道) 連盟も
しくは全日本学生柔道 (剣道) 連盟が主催､
共催する競技会､ それに相当すると認められ
る競技会又は全国規模の高校大会に出場した
経歴を有する者｡

�# $�

�%#�
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上記 (男性Ⅱ・女性Ⅱ) 受験資格を有する
者のうち､ 募集語学に堪能である者｡

�* +�

����

昭和53年４月２日以降に生まれた者で､ 学
校教育法による大学において心理学を専修す
る学科又はこれに相当する課程を修めて卒業
または平成20年３月31日までに卒業する見込
みの者｡ (人事委員会が同等の資格があると認
める者を含む)
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仙台国税局では､ バイタリ
ティあふれる職員を募集して
います｡
国の財政を支える税務職員
に､ あなたもチャレンジして
みませんか？
�����

昭和61年４月２日から平成
２年４月１日生まれで､ 高校
卒業程度の者
�����	
�

平成19年６月26日 (火)
～７月３日 (火)

��������

最寄りの税務署・仙台国税
局人事第二課又は人事院東北
事務局
����

人事院東北事務局
TEL 022-221-2022
仙台国税局人事第二課
TEL 022-263-1111
(内線3236)

��������
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青い森の木で家をつくる上
北会では､ 地元の木材を使っ
た家づくりを､ 年間５回の講
座を通して勉強します｡
あなたの家づくりにお役立
てください｡
���

①６月10日(日)
[森林と木材]

②７月22日(日)
[森を育てる]

③９月９日(日)
[木材の加工]

④11月18日(日)
[匠の技]

⑤12月16日(日)
[木質バイオマスの暖房]

���－上北森林組合
����－3,000円
(教材及び保険料代)
���������

青い森の木でつくる上北会
事務局 上北森林組合
TEL 0176-69-1200
FAX 0176-69-1201

������� !
� � � � �

町中央公民館では､ 青森県
電波適正利用推進員協議会と
の共催で､ ファミリー電波教
室を開催します｡
教室では､ 電波についての
簡単な説明のあと､ はんだこ
てを使用したポータブルラジ
オの組み立てを行います｡
なお､ 完成品はお持ち帰り
することができます｡
ぜひ親子でご参加ください｡
���－６月24日 (日)

午後１時～４時
���－東北町中央公民館
����－無料
���－小学校３年生から６
年生までの児童と､ その保
護者
���������

東北町中央公民館
TEL 0175-63-2741
※申込み締切りは６月20日ま
でとなっておりますが､ 定
員20人になり次第締切りと
させていただきます｡

��������	
���

��������	
����
��������������

◆問合せ－三沢市松園町三丁目６－16 中野プラザビル２階 (ユニバース隣)
自衛隊青森地方連絡部 三沢募集案内所
TEL ０１７６－５３－１３４６

���� ! "#$%&�'()

� !" #��� �	
� $�
� $���

%&'�(�)* 男
18歳以上

27歳未満

～６月15日 ６月24日(日) 陸自青森駐屯地

～７月20日 ７月29日(日) 陸自八戸駐屯地

%&(* 女
18歳以上

27歳未満
～６月15日 ６月24日(日)

陸自青森駐屯地

海自八戸第２航空群
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免除や納付猶予を受けるに
は､ 毎年申請をすることが必
要です｡
しかし､ 全額免除または若
年者納付猶予が承認された方
は､ 翌年度以降も引き続き同
じ申請を行うという意思表示
があれば､ 毎年度の申請書の
提出を省略できます (失業や
被災を理由に承認された場合
は除く)｡
ただし､ 毎年､ 社会保険事
務所が免除基準に該当するか
要件審査を行い､ 審査結果を
通知いたします｡
審査の結果､ 承認されなかっ
た方で半額免除等の承認を受
ける場合には､ 改めて申請が
必要です｡

� � � � � � 
���������

老齢基礎年金は､ 原則とし
て65歳から受けられますが､
希望により60歳以降､ 繰り上
げて受け取ることもできます｡
しかし､ 受けようとする年
齢により､ 一定の割合で年金
が減額され､ 65歳以降も一生
減額された年金を受け取るこ
とになります (繰り上げ支給)｡
また､ 繰り上げ支給を始めた
後は､ 65歳前に特別に支給さ
れる老齢厚生年金の支給の停
止や､ 病気やケガで障害者に
なっても障害基礎年金を受け
られない､ また万が一､ 夫が

亡くなったときの寡婦年金が
受けられないなどということ
にもなります｡
一度繰り上げ請求をすると､
取り消すことができませんの
で､ 繰り上げ請求をするかど
うかは慎重にお考えください｡

� !"#��
$ % & '

離婚した場合に､ 婚姻期間
中の厚生年金の保険料納付記
録を､ 夫婦間で分割すること
ができるようになりました｡
対象となるのは､ 平成19年
４月１日以降に成立した離婚
ですが､ 平成19年３月31日以
前の婚姻期間の保険料納付記
録も分割の対象になります｡
分割割合は夫婦間での協議
により､ 分割割合について合
意のうえ､ 原則として離婚後
２年以内に社会保険事務所に
分割を要求します｡
合意がまとまらない場合は､
離婚当事者一方の求めにより､
裁判所が分割割合を定めるこ
とができます｡
分割割合については､ 夫婦
双方の婚姻期間中の保険料納
付記録の合計の２分の１が上
限です｡
なお社会保険事務所におい
て､ 年金分割のために必要な
割合等に関する情報提供を行っ
ています｡

������

青森社会保険事務所
℡017-734-7495 (代表)
役場町民課国民年金係
℡0176-56-3111 (代表)
℡0175-63-2111
▽本庁舎 (内線153)
▽分庁舎 (内線548)
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